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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート（R６年度）

福岡市

「入院しても退院してもどこに居ても
安心して生活が続けられる」福岡市

福岡市では・・・
医療機関・地域支援事業所従事者等を対象とした研修を平成２６年度より実施して

います。また、平成30年4月に福岡市障がい者等地域生活支援協議会内に「保健医療
福祉関係者の協議の場」として、『精神障がいに対応した地域包括ケアシステム検討
部会』を設置し、関係者と協議・検討を行っています。
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福岡市

１１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）

○県・○市・〇区

取組内容

・平成30年度から，保健・福祉・医療関係者による

協議の場を設置

・保健、医療、福祉関係者に対する精神障がいに対応
した地域包括ケアシステム構築に関する研修会を実施

・地域住民を対象に精神障がいへの理解促進を目的し
た研修会を実施
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

福岡市

/・
福岡市障がい者等地域生活支援協議会内に「保健・医療・福祉関係者の協議の場」として設置し
た『精神障がいに対応した地域包括ケアシステム検討部会』において、本市における精神障がい
者支援体制について関係者と協議・検討を行っている。
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福岡市

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/
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福岡市

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/【平成28年度】
■多職種向けの支援者研修会の実施
参加者：地域援助事業者、市内医療機関・退院後生活環境相談員、行政職員等 ８３名

【平成29年度】
■平成30年4月の専門部会設置（協議の場の設置）へ向けて、準備会を６月より毎月開催。
■多職種向けの支援者研修会の実施 （参加者89名）

【平成30年度】
■福岡市障がい者等地域生活支援協議会内に『精神障がい者地域移行支援部会』設置。
■多職種向けの支援者研修会の実施
・精神科病院協会看護管理者を対象とした研修会（参加者64名）
・保健所、精神科病院、地域援助事業者の職員を対象とした研修会（参加者69名）

【令和元年度】
■「ピアサポートの活用に関するワーキンググループ」設置
■次期福岡市保健福祉総合計画（R３年度～）策定に対する部会としての提言書作成
■多職種向けの支援者研修会の実施
・精神科病院の職員等を対象とした研修会（参加者９１名）
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福岡市

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/【令和２年度】
■ピアサポート活動に関するアンケートの実施(（ピアスタッフ等に対する認知度・興味・要望等）

【令和３年度】
■今後の検討部会の取り組みについて意見集約（重点目標の設定）
■多職種向けの支援者研修会の実施（オンライン開催，参加者約80名）※講師：東 美奈子氏
・保健所、精神科病院、基幹相談支援センター、地域援助事業者の職員対象

【令和４年度】
■重点目標（R３設定）を達成するための、本市として目指すべき姿及び取組みを決定
■地域住民を対象に精神障がいへの理解促進を目的した研修会を実施
対象者：福岡市民生委員児童委員（参加者20名）

【令和５年度】
■入院者訪問支援事業における「ねらい・課題」を協議
■地域住民を対象に精神障がいへの理解促進を目的した研修会を実施
対象者：福岡市民生委員児童委員（参加者１８名）

■多職種向けの支援者研修会の実施（対面開催，参加者６０名）※講師：東 美奈子氏
・保健所、精神科病院、基幹相談支援センター、地域援助事業者の職員対象
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福岡市

４４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜昨年度までの成果・効果＞

具体的な成果・効果実績値
（昨年度末）

目標値
（昨年度当初）

課題解決の達成度を測る指標

・第１回検討部会では、入院者訪問支援事業
について協議を行い、「ねらい・課題」を整理
することができた。

・第２回検討部会では、Ｒ６～Ｒ８における重
点目標について協議を行い、引き続き現在
の重点目標を設定することとした。また、「今
後の市と区の連携」について協議を行い、意
見を集約することができた。

２回２回保健・医療・福祉関係者による精神障がいに
対応した地域包括ケアシステム構築に関する
協議の場（検討部会）の実施回数

・地域住民に対する精神障がいへの理解促
進を目的とした研修会では、民生委員児童
委員を対象とし、意見交換を交えた研修会を
実施することができた。地域での精神障がい
者の受け入れについて、現状や課題を改め
て確認することができた。

・また、重点目標に対する具体的な取り組み
である「関係者間の相互理解を深めるため
の研修会」を実施することができ、支援者間
の「顔の見える関係性づくり」をすすめること
ができている。

合計２回合計２回研修会の実施回数
①保健・医療・福祉関係者を対象とした研修会
②地域住民を対象とした研修会
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福岡市

５５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
１．市内に既に先駆的取り組みをしている精神科病院があり，モデルケース構築に有益である。
２．協議会の区部会を各区に設置しており、医療機関や相談支援事業所等との意見交換が定期的に開催されている。

課題・方針に対する役割（取組）課題解決に向けた取組方針課題

検討会（協議の場）、研修会の実施行政・入退院時の連携に関する研修の実施
（専門職向け）。

・保健・医療・福祉関係者の連携に関
する協議の実施（現状や課題を共有し，
設定した目標を達成するために取り組
むべき項目を決定する）

①入退院時の切れ目のない
保健・医療・福祉関係者の連
携

検討会，研修会への参加医療

検討会，研修会への参加福祉

検討会，研修会への参加
その他関係機関・住民等

研修会の企画・実施行政

・地域住民の理解を進めるための研修
会等の実施。

②地域住民の理解
本市の取り組みの共有、講師として研修会に参加医療

本市の取り組みの共有、講師として研修会に参加福祉

精神障がい者への理解促進、研修参加その他関係機関・住民等

見込んでいる成果・効果目標値
（今年度末）

現状値
（今年度当初）

課題解決の達成度を測る指標

保健・医療・福祉関係者の相互理解が深まることで、入
退院時の切れ目のない支援体制構築につながる。

２回０回①保健・医療・福祉関係者による精神障がいに対応した
地域包括ケアシステム構築に関する協議の場（検討部
会）の実施回数

②研修や意見交換を通し、地域住民の精神障がい者に
対する理解が促進されることで、精神障がい者が安心
して生活できる地域づくりにつながる。

２回０回②研修会の実施回数
①保健・医療・福祉関係者を対象とした研修会
②地域住民を対象とした研修会
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福岡市

６６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
福岡市障がい者等地域生活支援協議会内に「保健・医療・福祉関係者の協議の場」として設置した『精神障がいに対応した地域包括ケア
システム検討部会』において、本市における精神障がい者支援体制について関係者と協議・検討を行っている。

所管部署における主な業務所管部署名

協議の場の企画・運営、
研修会の実施

保健医療局健康医療部
保健予防課

連携部署における主な業務連携部署名

事務局として協議の場の企画・運営の補助精神保健福祉センター

事務局として協議の場の企画・運営の補助障がい者支援課

事務局として協議の場の企画・運営の補助福岡市基幹相談支援センター

強み・課題等各部門の連携状況

・全市レベルの多職種による協議の場と並行して、各区において医
療機関や相談支援事業所等との意見交換を定期的に実施している。
市単位と区単位で、重層的に精神障がいに対応した地域包括ケア
システム構築に取り組んでいる。

保健・医療・福祉関係者の協議の場に参加し、本市
における「にも包括」の現状や課題を共有している。
また関係者間の相互理解を深めている。

保健

・協議の場である検討部会には、医療機関より医師、看護師、ソー
シャルワーカーが委員として就任しているが、実際には医師の参加
が少ない等、職種による参加者の偏りがみられる。

・医療、福祉関係者（検討部会委員）が「にも包括」の構築には、地
域住民の精神障がい者への理解が必要であることを共通認識とし
て持っており、地域住民向けの研修会に講師として従事し、市民へ
の啓発に寄与できている。

保健・医療・福祉関係者の協議の場に参加し、本市
における「にも包括」の現状や課題を共有している。
また関係者間の相互理解を深めている。

医療

・医療、福祉関係者（検討部会委員）が「にも包括」の構築には、地
域住民の精神障がい者への理解が必要であることを共通認識とし
て持っており、地域住民向けの研修会に講師として従事し、市民へ
の啓発に寄与できている。

保健・医療・福祉関係者の協議の場に参加し、本市
における「にも包括」の現状や課題を共有している。
また関係者間の相互理解を深めている。福祉

・当事者が協議の場に参加しており、目標設定や取り組むべきこと
を決定する際には、意見を反映させている。

保健・医療・福祉関係者の協議の場に参加し、本市
における「にも包括」の現状や課題を共有している。
また関係者間の相互理解を深めている。

その他関係機関・住民等
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福岡市

７７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

特記事項等（課題・強み等）実施内容開催頻
度

協議の場の構成員名称

・特に入退院時における保健・医療・福
祉関係者の連携が不足しており、役割
について更なる相互役割が必要である

・地域住民に対する精神障がい者への
普及啓発に関する研修会では、部会委
員が講師となり、地域住民（民生委員
児童委員）に対する理解促進を行って
いる

精神障がいに対応した地
域包括ケアシステム構築
にむけた保健・医療・福祉
関係者による協議

・専門職向け、地域住民
向けの研修会を実施

年に２回
程度

・基幹相談支援センター４名
・福岡市精神保健福祉協議会１名
・福岡県精神科病院協会３名
・福岡県精神保健福祉士協会１名
・日本精神科看護協会１名
・保健所３名
・当事者１名
・その他必要に応じて臨時の委員等

福岡市障がい
者等地域生活
支援協議会精
神障がいに対応
した地域包括ケ
アシステム検討
部会」

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

・市と区の連携体制について
・検討部会の今後の在り方
・関係者間の「にも包括」にかかる共通理解
・「にも包括」における評価や目標指数について
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福岡市

８８ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けたスケジュール（長期）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けたスケジュール（長期）

事業利用予定年数：令和８年度まで

①入退院時の切れ目のない保健・医療・福祉関係者の連携
②地域住民の理解

長期目標

具体的な取組実施内容年度

・検討部会の役割や機能について改めて整理を行い、「市と区
の連携」について、第１回検討部会において、再共有を行う。

・第１回検討部会において、委員だけではなく関係者（保健所
や基幹相談支援センター等）も参加し、重点目標に対する具
体的な取り組み内容を決定する。

・取り組むべき内容の実践
・課題等の整理については別紙参照

・検討部会においてR6～R8振り返り
・時期目標の設定

・検討部会のあり方につ
いて整理を行う（事務局）
・重点目標に対する
取り組む内容の決定
・取り組む内容の実施

・「市と区の連携」をもと
に課題や市として取り組
むことの整理を行う

・R6～R8振り返り
・事業利用の終了か？

R６年度

R７年度

R８年度
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福岡市

９９
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）

重点目標対する具体的な取り組みの実践、市と区の連携体制の実践
短期目標
（今年度）

具体的な取り組み及び実践方法の決定、市と区の情報共有
スモール
ステップ

具体的な取組実施内容時期（月）

・第１回検討部会にむけて、検討部会のあり方や市と区の連
携体制、アドバイザーの活用方法について、事務局内で協議

・重点目標に対する具体的な取り組みの決定
・部会のあり方や市と区の連携について改めて共有

・第２回検討部会に向けた事務局打ち合わせ

・顔の見える関係性づくりのための支援者研修会の実施

・具体的な取り組みの実践状況の振り返り
・区の取組み状況や課題の共有、市として取り組むことの整理

事務局打ち合わせ

第１回検討部会

各区の取組み状況確認

事務局打ち合わせ

支援者研修会

第２回検討部会

R6年9月

R6年10月

R6年1月

R7年2月

R7年3月


